
株式会社 特例有限会社 合名会社 合資会社 合同会社

出資者 株主 株主 無限責任社員
無限責任社員と
有限責任社員

有限責任社員

役員
取締役
（場合によっては執行役・監査役・会計参与）

取締役 無限責任社員
無限責任社員と
有限責任社員

有限責任社員

出資者の
責任の範囲

間接有限責任 間接有限責任 直接無限責任
直接無限責任・
直接有限責任

間接有限責任

最高意思
決定機関

株主総会 株主総会 社員 無限責任社員 社員

内部関係の
規律

定款変更
株主総会の
特別決議が必要

株主で総株主の半数以上、　かつ
総株主の議決権の3/4以上を
有する者の同意が必要

決算公告 必要

役員の任期

原則、取締役は2年・監査役は4年。
但し公開会社でない場合は
最長10年まで延ばすことが可能。
委員会設置会社の場合、取締役任期は1年

<会社の種類と規制との関係>

総社員の同意が必要

不要

なし

株式会社 持分会社
法人形態

厳格だが、旧商法時代と比べて定款自治の原則が拡大している 定款自治が原則。民法上の組合の規律が適用される
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